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○恵庭市障がい者等補装具費の支給に関する規則

平成28年4月1日

規則第37号

(趣旨) 

第1条 この規則は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成

17年法律第123号。以下「障害者総合支援法」という。)第76条の規定に基づく補装具費(以

下単に「補装具費」という。)の支給に関し、障害者総合支援法、障害者の日常生活及び

社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号。以下「政令」とい

う。)及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18

年厚生労働省令第19号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定め

るものとする。

(支給対象者) 

第2条 補装具の購入及び修理(以下「購入等」という。)の支給の対象者となる者は、障害

者総合支援法第4条第1項又は第2項に規定する障害者又は障害児(以下「障がい者等」と

いう。)のうち、本市に住所を有する者若しくは障害者総合支援法第19条第3項に規定す

る特定施設並びに児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条第1項に規定する児童福祉施

設に入所している者であって、市長が補装具費の支給が必要であると認めた者とする。た

だし、他の法令に基づき補装具又はそれと同等の機能を有する用具の給付又は貸与等が受

けられる者については、補装具費の支給の対象としない。

(補装具の種目及び基準等) 

第3条 補装具の種目、購入又は修理に要する費用の額の算定等に関する基準は、補装具の

種目、購入又は修理に要する費用の額の算定等に関する基準(平成18年厚生労働省告示第

528号。以下「補装具基準」という。)に定めるところによる。

(補装具の購入等) 

第4条 補装具費の支給を受けようとするときは、恵庭市障がい者等補装具費の支給に係る

事業者の登録に関する要綱(平成28年4月1日実施)に基づき、市に登録されている事業者

(以下「登録事業者」という。)と補装具の購入等に係る契約を締結したうえで、購入等し

なければならない。

(補装具の支給の申請) 

第5条 補装具の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、補装具(購入・再購

入・修理)支給申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならな
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い。

(1) 省令第65条の7第1項に掲げる書類

(2) 前号に掲げるもののほか市長が必要と認める書類

(審査) 

第6条 市長は、前項の規定による申請があったときは、当該申請に係る障がい者等の身体

的状況、医師等の意見等を勘案して補装具支給調査書(様式第2号)を作成し、補装具基準

及び補装具費支給事務取扱指針について(平成18年障発0929006号厚生労働省社会・援護

局障害保健福祉部長通知。以下「補装具取扱指針」という。)に基づき審査し、支給の要

否を決定しなければならない。

(支給の決定) 

第7条 市長は、前条の審査により補装具の支給を行うことを決定(以下「支給決定」という。)

したときは、当該支給決定を受けた者(以下「支給対象障がい者等」という。)及び登録事

業者に対し、補装具費支給決定通知書(様式第3号。以下「支給決定通知書」という。)に

より通知するものとする。

2 市長は、前項の規定により支給決定をしたときは、当該支給対象障がい者に対し、補装

具支給券(様式第4号。以下「支給券」という。)を交付するものとする。

3 市長は、前条の審査により申請を却下することを決定したときは、補装具費支給却下決

定通知書(様式第5号)により申請者に通知するものとする。

(更生相談所への判定依頼) 

第8条 市長は、第4条の規定による申請が、障がい者等に対する義肢、装具、座位保持装

置、補聴器、オーダーメイドの車いす、電動車いす及び重度障害者用意思伝達装置の新規

引渡しに係るもの、その他市長が必要と認めるものであるときは、身体障害者福祉法(昭

和24年法律第283号)第9条第7項に規定する身体障害者更生相談所(以下「更生相談所」と

いう。)の長に対し、判定依頼書(様式第6号)により補装具費支給の要否について判定を依

頼するものとする。

2 市長は、前項の依頼をした場合には、当該障がい者等に対し、判定通知書(様式第7号)

により判定を行う旨等を通知するものとする。

(補装具費の額) 

第9条 補装具費の額は、障害者総合支援法第76条第2項の規定により算定した額とする。

(負担上限月額の認定等) 

第10条 市長は、第6条第1項の規定により支給を決定したときは、支給対象障がい者等に
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ついて、補装具の購入等に係る負担上限の月額(以下「負担上限月額」という。)を認定す

るものとする。

2 前項の負担上限月額の認定については、政令第43条の3及び中国残留邦人等の円滑な帰

国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律

施行令(平成8年政令第18号)第22条第22項の規定に基づき認定するものとする。

(補装具の引渡し) 

第11条 補装具の引渡しは、原則として支給対象障がい者等の居宅において行うものとす

る。

2 支給対象障がい者等は、補装具の引渡しを受けたときは、当該補装具等の引渡しをした

登録事業者に対し、利用者負担額として補装具の購入等に要した費用の額(以下「補装具

費基準額」という。)から補装具費の額を控除して得た額(その額が0である場合を除く。)

を支払うものとする。

(補装具費の支給の申請) 

第12条 支給対象障がい者等は、補装具費の支給を受けようとするときは、補装具費支給

申請書(様式第8号)に給付券及び補装具の対象となる費用の支払を証明できる書類その他

市長が必要と認めたものを添付し、市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請があった場合は、審査を行ったうえ、その可否を決定し、補装具費

支給(不支給)決定通知書(様式第9号)により申請者に通知するものとする。

3 市長は、前項の規定により補装具費の支給を決定した場合は、支給対象障がい者等に対

し30日以内に補装具費を支払うものとする。

(代理受領) 

第13条 支給対象障がい者等が登録事業者から補装具を購入等したときは、当該支給対象

障がい者等からの申し出により、市長は、当該支給対象障がい者等が登録事業者へ支払う

べき当該補装具の購入等に要した費用について、補装具費として当該支給対象障がい者等

に支給すべき額の限度において、当該支給対象障がい者等に代わって当該登録事業者に支

払うことができる。

2 前項の規定による支払があったときは、支給対象障がい者等に対し、補装具の購入等に

係る補装具費の支給があったものとみなす。

(登録事業者への補装具費の支払) 

第14条 市長は登録事業者から補装具費の請求があったときは、補装具費基準額から第10

条の規定により支給対象障がい者等が認定を受けた負担上限月額を控除して得た額を当
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該登録事業者に支払うものとする。

2 前項の規定による登録事業者からの請求は、補装具費請求書(様式第10号)に次に掲げる

書類を添付し市長に提出しなければならない。

(1) 給付券

(2) 代理受領に係る補装具費支払委任状(様式第11号) 

3 市長は、登録事業者から前項の規定により補装具費の請求があった場合は、補装具基準

及び補装具取扱指針に照らし審査を行ったうえ、30日以内に補装具費を支払うものとす

る。

(台帳の整備) 

第15条 市長は、補装具費の支給決定状況を明確にするため、補装具費支給台帳(様式第12

号)を整備するものとする。

(委任) 

第16条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

(施行期日) 

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(規則の廃止) 

2 恵庭市身体障害児補装具の交付等に関する規則(平成12年規則第37号)は、廃止する。

(経過措置) 

3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の恵庭市身体障害児補装具の交付等に

関する規則によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則による改正後の恵庭市障

がい者等補装具費の支給に関する規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為

とみなす。
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様式第1号(第5条関係) 

様式第2号(第6条関係) 

様式第3号(第7条関係) 

様式第4号(第7条関係) 

様式第5号(第7条関係) 

様式第6号(第8条関係) 

様式第7号(第8条関係) 

様式第8号(第12条関係) 

様式第9号(第12条関係) 

様式第10号(第14条関係) 

様式第11号(第14条関係) 

様式第12号(第15条関係) 


